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令和５年度京都府中学校総合体育大会卓球の部へのクラブチームの参加について 

 

 いつも京都府中体連の活動にご協力頂きありがとうございます。さて、中体連主催の卓球大会につい

て、令和５年度京都府中学校総合体育大会（以下府総体とする）へのクラブチームでの参加が認められま

したので、その詳細について、下記の通りお知らせいたします。 

記 

・団体戦は地域移行されたクラブチームのみ、個人戦はすべてのクラブチームが対象となります。 

・参加できるクラブチームには条件があります。内容は京都府中体連事務局の HP を参照ください。 

・府総体に参加を希望するクラブチームは、４月２５日までに京都府中体連へ登録申請をする必要があ

ります。様式、申請方法等は京都府中体連事務局の HP を参照ください。 

・登録申請をした生徒は、必ずクラブチームから出場しなくてはいけないわけではありません。 

・府総体にクラブチームから出場する場合は、６月中旬～７月上旬に行う予定の府総体卓球の部クラブ

チーム予選（仮）に出場してください。（男女それぞれ団体１チーム、個人８名が府総体に出場できま

す）６月上旬の申込を予定しています。 

・クラブチーム予選に出場する生徒は、中学校から団体戦や個人戦地区予選には出場できません。 

・クラブチームの監督となる方は、中学校から出場する生徒のアドバイザーにはなれません。 

・ご不明な点等ございましたら右記の番号へお問い合わせください。090-1333-4769（石村） 

 

【府総体個人戦に出場する上での注意事項】 

中学校の顧問が手続きをして地区大会から出場する 

近畿大会以降の上位大会もすべて中学校からの出場となる 

 

中学校の先生が手続きをして地区大会から出場する 

近畿大会以降の上位大会もすべて中学校からの出場となる 

基本的には中学校の先生の引率が必要になる 

どうしても引率できない事情がある場合は引率者の特例の手続きが

必要になる 

 

クラブチームの代表者が手続きをしてクラブチーム予選に出場する 

団体戦に中学校から出場することはできない 

府総体の申込用紙には所属する中学校長の校長印が必要になる 

 

クラブチームの代表者が手続きをしてクラブチーム予選に出場する 

府総体の申込用紙には所属する中学校長の校長印が必要になる 
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